
毒物劇物営業者等への
立入検査状況について

長野県 健康福祉部 薬事管理課

令和7年11月26日

令和7年度毒物劇物事故対策研修会
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本日の内容

１.毒物及び劇物取締法について

２.令和６年度毒物劇物営業者等への
立入検査状況について

３.長野県の毒物劇物安全対策事業について
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１．毒物及び劇物取締法
について
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毒物及び劇物取締法の概要

この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地
から必要な取締を行うことを目的とする（法第１条）。

○毒物劇物の指定
○毒物劇物の流通に関する規制
○毒物劇物の使用に関する規制

etc…
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法の適用範囲

① 毒物劇物を製造又は輸入する者

⇒試薬メーカー、工業用の製剤製造業者等

※事業所ごとに製造業又は輸入業の登録を受けることが必要。
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都道府県国権 限

○原体

製造業 ○原体（小分けのみ）

○製剤

○原体
輸入業

○製剤

法の適用範囲

① 毒物劇物を製造又は輸入する者

★２０２０年４月１日から、毒物又は劇物の原体の登録等
に係る事務・権限が、国から都道府県知事へ移譲された。
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⇒薬局、農薬販売店等

法の適用範囲

※店舗や事業所ごとに販売業の登録を受けることが必要。

② 毒物劇物を販売する者

○一般販売業
○農業用品目販売業
○特定品目販売業

販売業の区分
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法の適用範囲

⇒業務上取扱者
（薬品工場、病院、研究所、クリーニング所、農家等）

※事業の内容や取り扱う品目によって、届出が必要な場合もある
（シアン化合物を使った電気メッキ・熱処理業等）

③ 毒物劇物を業務上取り扱う者

届出が必要でない場合も、業務上取り扱う場合は、
法の適用範囲となる。
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毒物劇物取扱責任者

○貯蔵場所、在庫量、運搬用具等の管理

○容器、被包、貯蔵場所の表示の点検

○取扱いの状況の点検

○譲渡・交付手続きの点検

○運搬、廃棄に関する技術上の基準への適合状況の点検

○事故時の措置

etc･･･

毒物劇物を取り扱う上での安全確保について責任を持つ者
のことで、次の事項を総括的に管理・監督する必要がある。
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毒物劇物の譲渡手続き

毒物劇物の販売又は授与に際しては、
必要事項を書面に記載して、５年間保存する義務あり。

登録を受けた営業者以外の方に販売又は授与する場合
には、必要事項を記載し、譲受人が押印又は署名した書
面の提出を受けなければならない。

＜書面に記載すべき必要事項＞
毒物劇物の名称及び数量・販売又は授与の年月日
譲受者の氏名・職業・住所
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毒物劇物の保管管理

○専用の保管庫を使い、他のものと区別する

○保管場所は、頑丈なもので施錠する

○受払い簿を作成し、日常的に数量管理をする

○保管場所には、「医薬用外毒物」 「医薬用外劇物」の表示をする

○地震対策として保管庫の転倒防止対策をとる

盗難・紛失・漏えい・流出防止の措置が必要

12

毒物劇物の表示及び容器

○毒物の場合
⇒「医薬用外」の文字と

赤地に白色で｢毒物｣の文字

○劇物の場合
⇒「医薬用外」の文字と

白地に赤色で｢劇物｣の文字

誤って飲用等されないように毒物劇物であ
ることが分かる容器を使用しなければなら
ない。

飲食物の容器（ペットボトル等）は不適

容器

表示
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毒物劇物の廃棄方法

○自分で処理する場合

中和・加水分解・酸化・還元・希釈等により毒物劇物に

該当しないものにしてから廃棄する

○自分で処理できない場合

県知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者に

委託する
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事故や事件の際の措置
○盗難、紛失の場合
⇒ただちに警察署に届け出る

○飛散・漏洩・流出等の場合
⇒ただちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る

・ 通報体制を整備しておく

・ 被害を食い止めるために取る
べき措置を確認しておく

“いざ”というときのために
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毒物劇物に関する情報の提供

安全（性）データシートのことで、化学物質を安全に
取り扱うために必要な情報を記載したもの。
事故の際の応急措置、物理的及び化学的性質、毒性
に関する情報等が記載されている。

SDS（Safety Data Sheet）

毒物劇物営業者が毒物劇物を販売するときは、
譲受人に対して、その毒物劇物の性状及び取扱い
に関する情報を提供しなければならない。
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毒物劇物に関する情報の提供
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毒物劇物に関する情報の提供

化学物質の有害性、事故発生時の応急措置、
緊急連絡先などを記載したカード。

危険有害物質等を輸送する際に、製造業者等
が作成し、運送人に交付することにより、
事故時の措置等の周知徹底を図り、化学物質
の総合的な物流安全を図ろうとするもの。

イエローカード
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毒物劇物に関する情報の提供
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2．令和６年度
毒物劇物営業者等への
立入検査状況について
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令和６年度 毒物劇物監視結果
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○ 取扱

・ 保管庫が常時施錠されていない。

・ 毒物劇物を保管庫外に置いていた。

・ 保管庫の鍵の管理体制が不明確である。

・ 毒物劇物とその他の物とを混在して保管している

○ 譲渡交付

・ 譲渡の際に受ける書面の不備。

・ 書面が適正に保管されていない。（５年保存必須）

○ 表示

・ 所定の表示（「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」）がない。

令和６年度毒物劇物監視の主な指摘事項
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３．長野県の
毒物劇物安全対策事業
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長野県の毒物劇物安全対策事業

＜目的＞

自然災害や交通事故による毒物劇物漏えい事故に

より、不特定多数の者に保健衛生上の危害を生じ

るおそれが発生した場合のために、応急措置に必

要な中和剤を確保する

毒物劇物事故処理剤備蓄事業
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＜備蓄品目と備蓄量（１ヶ所あたり）＞

処理剤名 対象毒物劇物 基準量（kg）

消石灰 酸、塩素、クロルピクリン 4,000

ソーダ灰 硫酸銅、塩化亜鉛 3,500

苛性ソーダ 酸、シアン 4,000

（無水）重亜硫酸ソーダ クロム酸、フッ酸 2,000

次亜塩素酸ソーダ シアン、セレン化水素 4,000

硫酸 アルカリ 800

長野県の毒物劇物安全対策事業

毒物劇物事故処理剤備蓄事業
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＜備蓄場所及び連絡先＞ （令和７年４月１日現在）

電話番号所在地名称

026-278-7543長野市松代町豊栄宮崎6331鍋林(株) 松代配送センター

026-274-7667千曲市雨宮2473(株)ミライ化成 長野営業所

026-272-1521千曲市雨宮540(株)アセラ 長野支店

0261-62-9950北安曇郡松川村南神戸4363-32鍋林(株) あづみ野配送センター

0263-52-4141塩尻市広丘野村1808(株)アセラ 松本支店

0266-73-2500茅野市宮川7275-1(株)土田商店 諏訪化成品センター

0265-76-7557上伊那郡南箕輪村9004-1(株)ミライ化成 伊那営業所

長野県の毒物劇物安全対策事業

毒物劇物事故処理剤備蓄事業
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全国一斉に実施（６月１日～８月31日）

農薬適正使用研修会

農薬販売者等への立入検査

各種広報活動

etc…

長野県の毒物劇物安全対策事業

農薬危害防止運動
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長野県の毒物劇物安全対策事業

毒物劇物及び農薬危害防止運動

長野県独自に実施（11月16日～11月30日）

毒物劇物運搬車両の指導取締

毒物劇物事故対策研修会

農薬販売者等への立入検査

各種広報活動

etc…
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毒物劇物の安全対策
（厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室）

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/d
oku/dokuindex.html

• 毒物及び劇物取締法について

• 関係法令、通知（データベース）

• 盗難・紛失事故、流失・漏えい事故の状況

• 危害防止規定、マニュアル等

情報提供
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毒物・劇物について
ご不明な点は…

＜お問い合わせ窓口＞

○ 長野県健康福祉部薬事管理課

○ 保健福祉事務所（県下10か所）

○ 長野市保健所（管轄区域：長野市）

○ 松本市保健所（管轄区域：松本市）

ご清聴ありがとうございました


